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建設工事等の技術職員名簿については、今年は更新年にあたるため、令和４年６月１

日に「令和４～７年度入札参加資格者名簿」の個別申請書類として提出していただいた

技術職員名簿（以下、「【新】R4～7 技術職員名簿という」。）に切り替えを行う予定です。 

この技術職員名簿については、入札時の配置予定技術者の確認・審査に使用していま

すが、今回の技術職員名簿の切り替えは、４年に一度ということもあり、下記の並行運

用期間を設定し、その期間については、新旧いずれかの技術職員名簿で確認・審査する

運用としますので、お知らせします。 

 なお、９月以降は、「【新】R4～7 技術職員名簿」のみの運用となりますので、それま

でに、技術者や保有資格の登録漏れについては、変更届により手続きをお願いします。 

 

 

 

≪技術職員名簿の確認・審査の並行運用期間≫ 

技術職員名簿 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

並 行 運 用 期 間 

（【旧】又は【新】で確認） 

【旧】H30～R3 

技術職員名簿 

  

 

 

 

 

 

 

 

【新】R4～7 

技術職員名簿 

     

 

 


